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(57)【要約】
　本発明は自動車両の運転者を支援するための方法及び
支援システムに関し、方法は、以下のステップ、即ち、
運転者の精神状態と相関する運転者の少なくとも１つの
必須パラメータの少なくとも１つの値及び／又は運転者
の精神状態と相関する少なくとも１つの運転動力学変数
の少なくとも１つの値を測定するステップと、必須パラ
メータ又は運転動力学変数の測定値を用いて運転者の精
神状態を分類するステップと、自動車両の運転者支援シ
ステムを用いて運転者によって知覚可能な信号を生成す
る、或いは運転者支援システムの信号を抑制する、且つ
／或いは運転者の精神状態の分類に依存して少なくとも
１つの車両パラメータを選択するステップとを含み、信
号は運転者の精神状態の分類に依存して複数の異なる信
号から選択される。本発明は、自動車両の運転者の精神
状態を決定するための測定方法及び測定システムにも関
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車両の運転者を支援するための方法であって、
　－　前記運転者の精神状態と相関する前記運転者の少なくとも１つの必須パラメータの
少なくとも１つの値及び／又は前記運転者の前記精神状態と相関する少なくとも１つの運
転動力学変数の少なくとも１つの値を測定するステップと、
　－　前記必須パラメータ又は前記運転動力学変数の前記測定値を参照して前記運転者の
前記精神状態を分類するステップと、
　－　前記自動車両の運転者支援システムを用いて前記運転者によって知覚可能な信号を
生成する、或いは前記運転者支援システムの信号を抑制する、且つ／或いは前記運転者の
前記精神状態の前記分類に依存して少なくとも１つの車両パラメータを選択するステップ
とを含み、
　前記信号は、前記運転者の前記精神状態の前記分類に依存して、複数の異なる信号から
選択される、
　方法。
【請求項２】
　前記信号及び／又は前記車両パラメータは、安全装置、運転者支援システム、前記車両
の快適システム及び／又は運転動力学に影響を及ぼすための装置の信号又はパラメータで
あることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記必須パラメータ及び／又は前記運転動力学変数のために、少なくとも１つの第１及
び第２の分類範囲に分割される期待される範囲の値がそれぞれ決定され、前記分類範囲は
、前記運転者の異なる精神状態にそれぞれ対応し、前記必須パラメータ又は前記運転動力
学変数の前記測定される値は、前記第１又は第２の分類範囲に関連付けられることを特徴
とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記値の期待される範囲は、２つよりも多くの分類範囲に分割されることを特徴とする
、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の分類範囲に関連付けられる前記精神状態は、前記運転者の過小挑戦に対応し
、前記第２の分類範囲に関連付けられる前記精神状態は、前記運転者の過大挑戦に対応す
ることを特徴とする、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記自動車両は、前記運転者の行為が期待されることを合図する信号を生成し、この信
号は、前記運転者の前記精神状態の前記分類に依存して前記自動車両によって提供される
複数の信号から選択されることを特徴とする、請求項１乃至５のうちのいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記車両の前記信号は、前記車両の快適システム及び／又は運転者支援システムによっ
て生成されることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　請求項３に関する限り請求項１乃至７のうちのいずれか１項に記載の方法であって、
　－　前記第１の分類範囲に前記運転者によって知覚可能な少なくとも１つの第１の信号
が関連付けられ、前記第２の分類範囲に前記運転者によって知覚可能な少なくとも１つの
第２の信号が関連付けられ、前記第１の信号は、前記第２の信号と異なり、
　－　前記第１の信号は、前記必須パラメータの前記測定される値が前記第１の分類範囲
に関連付けられるときに生成され、前記第２の信号は、前記必須パラメータの前記測定さ
れる値が前記第２の分類範囲に関連付けられるときに生成されることを特徴とする、
　方法。
【請求項９】
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　特に請求項１乃至８のうちのいずれか１項に記載の方法を実施するための自動車両の運
転者を支援するための支援システムであって、
　－　前記運転者の前記精神状態と相関する前記運転者の少なくとも１つの必須パラメー
タの少なくとも１つの値及び／又は前記運転者の前記精神状態と相関する少なくとも１つ
の運転動力学変数の少なくとも１つの値を測定するための測定装置と、
　－　前記必須パラメータ又は前記運転動力学変数の前記測定値を参照して前記運転者の
前記精神状態を分類するための分類装置と、
　－　前記運転者によって知覚可能な信号を選択する或いは前記車両の信号伝達を抑制す
る且つ／或いは前記運転者の前記精神状態の前記分類に依存して少なくとも１つの車両パ
ラメータを選択するための装置とを含む、
　支援システム。
【請求項１０】
　自動車両の運転者の精神状態を決定するための測定方法であって、
　ａ）前記運転者が知覚可能な第１の信号を生成するステップを含み、前記第１の信号は
、第１の行為が前記運転者に期待されることを知らせ、
　ｂ）前記運転者が知覚可能な第２の信号を生成するステップを含み、前記第２の信号は
、第２の特定の行為が前記運転者に期待されることを知らせ、前記第１の信号は、前記第
２の信号と異なり、且つ／或いは前記期待される第１の行為は、前記期待される第２の行
為と異なり、
　ｃ）前記第１の信号が生成される且つ／或いは前記第１の行為が前記運転者によって遂
行される間に、並びに前記第２の信号が生成される且つ／或いは前記第２の行為が前記運
転者によって遂行される間に、前記運転者の前記精神状態と相関する前記運転者の少なく
とも１つの必須パラメータの少なくとも１つの値、及び／又は前記運転者の前記精神状態
と相関する少なくとも１つの運転動力学変数の少なくとも１つの値を測定するステップを
含む、
　測定方法。
【請求項１１】
　前記第１の及び／又は第２の信号は、視覚的に、聴覚的に、触覚的に、及び／又は嗅覚
的に前記運転者によって知覚可能な信号であることを特徴とする、請求項１０に記載の測
定方法。
【請求項１２】
　前記ステップａ）乃至ｃ）は反復的に実施され、毎回異なる第１の及び／又は第２の信
号が用いられることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の測定方法。
【請求項１３】
　前記ステップａ）乃至ｃ）は少なくとも二回反復され、第一回目に、第１の種類の視覚
的に知覚可能な信号が第１の及び／又は第２の信号として用いられ、第二回目に、第２の
種類の視覚的に知覚可能な信号が用いられることを特徴とする、請求項１２に記載の測定
方法。
【請求項１４】
　前記第１の種類の前記視覚的に知覚可能な信号は、前記運転者の焦点視覚的知覚チャン
ネルに対処する信号であり、前記第２の種類の前記視覚的に知覚可能な信号は、前記運転
者の前記周囲知覚チャンネルに対処する信号であることを特徴とする、請求項１３に記載
の測定方法。
【請求項１５】
　前記必須パラメータの前記値は、心電図、眼球運動測定、及び／又は瞳孔測定を用いて
、前記皮膚電位を決定することによって決定されることを特徴とする、請求項１０乃至１
４のうちのいずれか１項に記載の測定方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つの必須パラメータのために、少なくとも１つの第１の及び１つの第２の
分類範囲に分割される値の期待される範囲がそれぞれ決定され、前記分類範囲は、それぞ
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れ、前記運転者の異なる精神状態に対応し、前記必須パラメータ又は前記運転動力学変数
の前記測定値は、前記第１の又は第２の分類範囲に関連付けられることを特徴とする、請
求項１０乃至１５のうちのいずれか１項に記載の測定方法。
【請求項１７】
　特に請求項１０乃至１６のうちのいずれか１項に記載の測定方法を実施するための自動
車両の運転者の精神状態を決定するための測定システムであって、
　－　前記運転者が知覚可能な第１の信号を生成するための並びに前記運転者が知覚可能
な第２の信号を生成するための生成装置を含み、前記第１の信号は、第１の行為が前記運
転者に期待されることを知らせ、前記第２の信号は、第２の特定の行為が前記運転者に期
待されることを知らせ、前記第１の信号は、前記第２の信号と異なり、且つ／或いは前記
期待される第１の行為は、前記期待される第２の行為と異なり、
　－　前記第１の信号が生成される且つ／或いは前記第１の行為が前記運転者によって遂
行される間に、並びに前記第２の信号が生成される且つ／或いは前記第２の行為が前記運
転者によって遂行される間に、前記運転者の前記精神状態と相関する前記運転者の少なく
とも１つの必須パラメータの少なくとも１つの値、及び／又は前記運転者の前記精神状態
と相関するすくなくとも１つの運転動力学変数の少なくとも１つの値を測定するための測
定装置を含む、
　測定システム。
【請求項１８】
　前記測定装置は、自動車両のステアリングホイールに組み込まれることを特徴とする、
請求項１７に記載の測定システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１に従った自動車両の運転者を支援するための方法、請求項９に従っ
た対応する支援システム、請求項１０に従った自動車両の運転者の精神状態を決定するた
めの測定方法、及び請求項１７に従った対応する測定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術から、自動車両用の支援システムが知られており、それは、例えば、車両の機
能を制御し、且つ／或いは自動車両の運転者に危機的な運転状況を警告する。車両内の多
数の支援システムの存在に含まれる危険は、運転者が支援システムに過大に依存すること
、及び／又は運転者が支援システムによって提供される情報に十分に反応しないことに存
する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明によって解決されるべき課題は、自動車両の安全性を向上させることに存する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は、請求項１に従った特徴を備える方法、請求項１の機能を備える対応する支
援システム、請求項１０に従った測定方法、及び請求項１７の機能を備える対応する測定
システムによって解決される。本発明の発展は、従属項において示される。
【０００５】
　従って、自動車両の運転者を支援するための方法であって
　－　運転者の精神状態と相関する運転者の少なくとも１つの必須パラメータ(vital　pa
rameter)の少なくとも１つの値及び／又は運転者の精神状態と相関する少なくとも１つの
運転動力学変数(driving　dynamics　variable)の少なくとも１つの値を測定するステッ
プと、
　－　必須パラメータ又は運転動力学変数の測定値を参照して運転者の精神状態を分類す
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るステップと、
　－　自動車両の運転者支援システムを用いて運転者によって知覚可能な信号を生成する
、或いは運転者支援システムの信号を抑制する、且つ／或いは運転者の精神状態の分類に
依存して少なくとも１つの車両パラメータを選択するステップとを含み、
　信号は運転者の精神状態の前記分類に依存して複数の異なる信号から選択される、
　方法が提供される。
【０００６】
　従って、本発明の方法は、車両の信号伝達、例えば、運転者支援システムの信号伝達が
、運転者の精神状態（心理状態）を考慮する。具体的には、個々の精神状態が考慮に入れ
られ、個々の精神状態は、例えば、過小挑戦又は過大挑戦の状態、感情状態（例えば、強
い好適的又は否定的な興奮）、又は注意力を減少させる他の状態である。精神状態を分類
することは、具体的には、必須パラメータ及び／又は運転動力学変数の値のための個々の
一定の限界値を参照して行われる（以下を参照）。
【０００７】
　信号及び／又は車両パラメータは、例えば、安全装置、（既述のような）運転者支援シ
ステム、車両の快適システム及び／又は運転動力学に影響を及ぼすための装置のパラメー
タである。
【０００８】
　運転者の決定される精神状態に依存して、例えば、運転者が邪魔であると知覚しない或
いは運転者が可能な限り速く正確にその情報内容を決定し得る、車両の支援システムの（
運転者によって知覚可能な信号、例えば、光学的、音響的、及び／又は触覚的な信号のよ
うな）信号を選択し得る。よって、運転者の目下の精神状態に対応する運転者への警報を
適合させ得る。例えば、運転者が既にストレスを受けていると決定される場合、警報は非
常に減少させられ、例えば、緊急性が高い場合にだけ始動させられる。例えば、ストレス
増大の状態、即ち、過大挑戦の状態に対応する精神状態が決定される場合には、車両の支
援システム又は他のシステムの信号伝達(signalization)が完全に抑制されることも考え
られる。
【０００９】
　運転者が知覚可能な信号が分類に依存して「選択される」という言い回しは、複数の利
用可能な信号（信号伝達）から十分な信号伝達が選択されることを特に意味する。例えば
、利用可能な信号は、上述の光学的、音響的、及び／又は触覚的な信号を含み、利用可能
な異なる信号は、具体的には、車両の同じ機能に関係し、よって、具体的には、同じ（警
報のような）情報を運ぶ。各々が１つの種類の幾つかの変形、例えば、幾つかの光信号を
備えることも考えられ、幾つかの光信号は、例えば、運転者の焦点視覚的知覚チャンネル
(focal　visual　perception　channel)に対処する第１の光信号（例えば、より静的な信
号）と、運転者の周囲知覚チャンネル(ambient　perception　channel)に対処する第２の
光信号（例えば、より動的な信号）とを含む。
【００１０】
　信号を選択する代わりに、車両の信号伝達を抑制し得る。即ち、標準的な状況の下で行
われたであろう信号伝達は抑制される。「標準的な状況」は、具体的には、本発明に従っ
た分類のない車両に対応する状態、又は運転者の通常の精神状態、即ち、具体的には、運
転者が十分に注意深い状態にあることに対応する状態であると理解される。具体的には、
信号伝達を抑制することは、車両が信号（具体的には、電気信号）を生成し、信号は、例
えば、運転者の反応が期待されることを示すが（例えば、不十分なタイヤ圧力の表示）、
運転者が知覚可能な信号伝達は省略されるという事実を含む。
【００１１】
　運転者のより高い精神的ストレスが検出される場合には、運転者の知覚の追加的な刺激
を減少させるために、快適システムを同様にバックグラウンドに切り換え得る。運転者へ
の相応して設計されるフィードバックが行われてよく、所望のシステムに再び切り換える
ための可能性を可能な限り簡単に設け得る。快適システムのパラメータの変更の場合、例



(6) JP 2016-500874 A 2016.1.14

10

20

30

40

50

えば、運転者の意図の検出はある役割を演じる。精神状態の分類では、例えば、運転者の
可能な時間圧力及び乗車の種類を決定するために、車両コンピュータからの（例えば、予
定表(diary)からの）データを含め得る。
【００１２】
　加えて、運転者の精神状態の遂行される分類に依存して、例えば、明確な過大挑戦又は
過小挑戦の状態が検出されるとき、車両パラメータを変更し得る。例えば、車両の運転動
力学又は車両の他の変数（例えば、最大速度）を変更し得る。車両の（例えば、受動的な
）安全システムのパラメータを変更させることも考えられる。例えば、車両のエアバッグ
の始動及び／又は安全ベルトシステムのベルトテンショナの活性化の時間を変更し得る（
例えば、進め得る）。衝突前システムが他の時に（具体的には早期に）始動させられるこ
とも可能であり、その場合には、例えば、衝突前システムの膨張可能な要素が活性化させ
られ、且つ／或いは変更させられる時間に制動圧力が増大させられ、且つ／或いは車両の
自動制動が開始される。
【００１３】
　加えて、精神状態の分類に依存して車両の（ＥＳＰシステムのような）活性安全システ
ムのパラメータも変更し得る、例えば、より高い、より注意深い注意レベルに切り換え得
る。これは、例えば、間違った警報、即ち、誤って引き起こされる警報メッセージのより
良好な回避ももたらす。何故ならば、運転状況が運転者によって意図的に引き起こされた
か、或いは不注意によって生成され、よって、重大であるか否かを検出し得るからである
。
【００１４】
　運転者の精神状態の分類に基づき、運転者が運転の自動化を欲するか、そして、そうで
あるならば、どの程度まで欲するかを検出し得る。一部の状況において、運転者はタスク
（仕事）を選択的に委嘱することを欲するが、他の状況では、自動車を自分自身で運転し
、この乗車を楽しむことも欲する。運転者の精神状態の決定（分類）は、例えば、運転者
が何を欲しているかをより良好に認識することをもたらし、よって、例えば、運転自動化
の異なるレベルの間のより滑らかな移行をもたらす。
【００１５】
　本発明に従った方法は、エネルギ効率的な運転も促進し得る。これは、例えば、環境要
因、及び、例えば、車両間通信（Car-2-X通信）を含めることによって可能になる。例え
ば、どれぐらい長く青信号を依然として通り得るかにおいて、或いは、むしろ－もちろん
交通の流れを考慮することによって－早期のゆっくりな制動が開始されるべきかにおいて
、それを認識し得る。運転者の状態の分類の故に、他の道路使用者に対する反応の向上も
可能になり得る。どの運転者が特定的なルートでストレスを受けているかを認識すること
も考えられ、そして、相応して交通をルート変更すること又はこれらの運転者のための特
別な考察を示すことも考えられる。
【００１６】
　本発明の１つの特徴によれば、運転者の精神状態を分類するために用いられる、必須パ
ラメータ及び運転動力学変数のために、少なくとも１つの第１の及び１つの第２の分類範
囲に分割されるある範囲の値がそれぞれ決定され、分類範囲は、運転者の異なる精神状態
にそれぞれ対応し、必須パラメータ又は運転動力学変数の測定される値は、第１の又は第
２の分類範囲に関連付けられる。値範囲の分割は、具体的には、個別に（特定の運転者に
関連して）行われ、上で既に議論したように、個別の分類制限値は固定され、それは分類
範囲を互いに境界付ける。特定の運転者への必須パラメータ及び／又は運転動力学変数を
決定するために用いられる測定装置の較正によって分類制限値を固定することを行い得る
。例えば、較正を定期的に更新し得る。
【００１７】
　例えば、第１の分類範囲に関連付けられる精神状態は運転者の過小挑戦に対応し、第２
の分類範囲に関連付けられる精神状態は運転者の過大挑戦に対応する。もちろん、他の精
神状態（上記参照）が分類範囲に関連付けられることも可能である。もちろん、精神状態
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の分類を可能な限り正確に提供するために、２つよりも多くの分類範囲も用い得る。
【００１８】
　本発明のこの特徴のある発展によれば、信号伝達（信号）を選択することは、運転者が
知覚可能な少なくとも１つの第１の信号が第１の分類範囲に関連付けられ且つ運転者が知
覚可能な少なくとも１つの第２の信号が第２の分類範囲に関連付けられことにおいて行わ
れ（第１の信号は第２の信号と異なる）、第１の信号は必須パラメータの測定値が第１の
分類範囲に関連付けられるときに生成され、第２の信号は必須パラメータの測定値が第２
の分類範囲に関連付けられるときに生成される。上で既に示したように、第１及び第２の
信号は異なる種類の信号又は同じ種類の信号の変形であり得る。例えば、それぞれ光信号
であり、例えば、運転者の焦点視覚的知覚チャンネルに対処する第１の信号又は運転者の
周囲知覚チャンネルに対処する第２の信号である。
【００１９】
　必須パラメータの値は、例えば、心電図、眼球運動測定、及び／又は瞳孔測定を用いて
、皮膚電位を決定することによって決定される。検出される運転動力学変数は、例えば、
車両のＥＳＰシステムのセンサを用いて決定される、例えば、車両の加速度である。更に
、例えば、横方向位置からの標準偏差、多数のステアリング動作、許容される速度と実際
の速度との間の平均的な差、及び／又はステアリング角度を、運転動力学変数として用い
得る。
【００２０】
　本発明は、上述のような方法を実施するための自動車両の運転者を支援するための支援
システムであって、
　－　運転者の精神状態と相関する運転者の少なくとも１つの必須パラメータの少なくと
も１つの値及び／又は運転者の精神状態と相関する少なくとも１つの運転動力学変数の少
なくとも１つの値を測定するための測定装置と、
　－　必須パラメータ又は運転動力学変数の測定値を参照して運転者の精神状態を分類す
るための分類装置と、
　－　運転者によって知覚可能な信号を選択する或いは車両の信号伝達を抑制する且つ／
或いは運転者の精神状態の分類に依存して少なくとも１つの車両パラメータを選択するた
めの装置とを含む、
　支援システムにも関する。
【００２１】
　更なる特徴によれば、本発明は、自動車両の運転者の精神状態を決定するための測定方
法であって、
　ａ）運転者が知覚可能な第１の信号を生成するステップを含み、第１の信号は、第１の
行為（アクション）が運転者に期待されることを知らせ、
　ｂ）運転者が知覚可能な第２の信号を生成するステップを含み、第２の信号は、第２の
特定の行為（アクション）が運転者に期待されることを知らせ、第１の信号は、第２の信
号と異なり、且つ／或いは期待される第１の行為は、期待される第２の行為と異なり、
　ｃ）第１の信号が生成される且つ／或いは第１の行為が運転者によって遂行される間に
、並びに第２の信号が生成される且つ／或いは第２の行為が運転者によって遂行される間
に、運転者の精神状態と相関する運転者の少なくとも１つの必須パラメータの少なくとも
１つの値及び／又は運転者の精神状態と相関する少なくとも１つの運転動力学変数の少な
くとも１つの値を測定するステップを含む、
　測定方法に関する。
【００２２】
　測定方法は、具体的には、車両の（具体的には、運転者支援システムの）信号伝達の故
に運転者に対して加えられる精神的ストレスを決定するように働き得る。これらの測定に
基づいて本発明に従った上述の支援方法を実施することが考えられ、その場合には、例え
ば、運転者の異なる精神状態に、十分な支援システム信号（又は他の車両システムの信号
）がそれぞれ関連付けられ、それらのうちの１つは、本発明に従った支援方法で遂行され
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る運転者の精神状態の分類に依存して選択される。
【００２３】
　本発明に従った測定方法を用いて実施される測定が、例えば、運転者の焦点視覚的知覚
チャンネルを主に対処する光信号が、他の信号よりも（例えば、運転者の周囲知覚チャン
ネルに対処する視覚的に知覚可能な信号よりも）運転者のより低いストレスを生むことを
明らかにするならば、運転者の追加的な精神的ストレスを可能な限り低く生じさせるため
に、そのような光信号を精神的に過大挑戦の状態に関連付け得る。
【００２４】
　測定方法は、具体的には、異なる信号を生成し得る運転シュミレータを用いて実施され
る。何故ならば、それらは、例えば、典型的には、運転者支援システムによって生成され
るからである。例えば、測定方法の第１の及び／又は第２の信号は、運転者が視覚的に、
聴力的に、触覚的に、及び／又は嗅覚的に知覚可能な信号である。第１の及び第２の信号
を、例えば、試験者に伝達される音声情報で、（例えば、ラウドスピーカによって）音響
的に又は（例えば、ディスプレイ上の表示によって）視覚的に試験者に伝達されるタスク
で、非常に良く構成し得る。
【００２５】
　加えて、毎回異なる第１の信号の種類及び／又は第２の信号の種類を用いて、ステップ
ａ）乃至ｃ）を反復的に実施し得る。反復は信号の複数の組み合わせから精神的ストレス
を決定するように働く。例えば、ステップａ）乃至ｃ）は少なくとも二度反復され、一回
目には、視覚的に知覚可能な信号が第１の及び／又は第２の信号として用いられ、二回目
には、音響的な信号が用いられる。一回目には、第１の種類の信号が第１の及び／又は第
２の信号として用いられ、二回目には、第２の種類の視覚的に知覚可能な信号が用いられ
る。この変形の発展によれば、第１の種類の視覚的に知覚可能な信号は、運転者の焦点視
覚的知覚チャンネルに対処する信号であり、第２の種類の視覚的に知覚可能な信号は、運
転者の周囲知覚チャンネルに対処する信号である。もちろん、例えば、異なる音響的信号
が用いられることも考えられる。期待される可能な信号及び可能な種類の行為(action)は
、以下に表１中に列挙される。
【００２６】
　少なくとも１つの必須パラメータの値は、例えば、心電図、眼球運動測定、及び／又は
瞳孔測定を用いて、皮膚電位を決定することによって、決定される。運転者の使用される
視覚的パラメータは、相応して、例えば、以下である。
　－　皮膚電位（ＥＤＡ）。
　－　非特異変動、緊張性レベル、心拍、心拍変動（０．１－成分）のような、心電図（
ＥＣＧ）を用いて決定される変数であり、基準ＥＤＡ及びＥＣＧ（非特異変動、緊張性レ
ベル、心拍、心拍変動（０．１－成分））も決定され得る。
　－　眼球運動測定を用いた、見る方向、特定の関心の領域（ＡＯＩ）に関する固定数(f
ixation　number)、ＡＯＩに関する固定期間(fixation　duration)、固定スポット(fixat
ion　spot)、断続性運動の数、断続性運動の期間、まばたき頻度のような、特定の変数。
　－　瞳孔測定を用いた、位相瞳孔拡張における変化の振幅（例えば、０．１ｍｍ～０．
６ｍｍの間）、認識活動（ＩＣＡ）の指数のような、特定の変数。
【００２７】
　車両のステアリングホイールに組み込まれる測定装置を用いて上述の必須パラメータの
一部を決定し得る。例えば、測定装置は、ステアリングホイールのステアリングホイール
リムに配置される少なくとも１つの電極を含む。
【００２８】
　運転者の精神状態と相関する少なくとも１つの運転動力学変数は、例えば、横方向位置
からの標準偏差、ステアリング動作の数、許容速度と実速度との間の平均差、及び／又は
ステアリング角度である。運転シュミレータを用いて本発明に従った方法を実施するとき
、これらの変数は運転シュミレータデータから得られる。
【００２９】
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　数多くの異なる影響パラメータ（共変数）(covariables)が測定方法の結果に影響を及
ぼし得るので、同じものが、例えば、同様に収集されて確認される。例えば、試験運転者
（試験者）の次の共変数、即ち、性別、年齢、運転経験、可能であればシュミレータ経験
、最後の手洗い、最後のスポーツ活動、薬品及びカフェインの消費、目下の精神状態（例
えば、疲れている又は休んでいる）、時刻、温度、騒音、道路の種類、道路状態、季節、
空気湿度、風、車両の種類、及び／又は交通密度が検査される。
【００３０】
　測定方法を実施することは、例えば、以下のように行われる、即ち、ＥＤＡ及びＥＣＧ
測定プローブが試験者に適用される。所謂「非応答者」（人口の約５％）、即ち、ＥＤＡ
信号を検出し得ない人を識別するために、試験者は深呼吸して息を止めるよう頼まれる。
このようにして、ＥＤＡ及びＥＣＧの基準レベルが同様に生成され且つ測定される。
【００３１】
　引き続き、例えば、試験者の基本ストレス及び一般的な興奮レベルを検出するために、
（例えば、NASA　Task　Load　Index　(NASA-TLX)及び／又はSAM　(Self-Assessment　Ma
nikin)に従って）２つの質問事項を完了させる。次に、例えば、具体的には、上述の共変
数、即ち、性別、年齢、運転経験、シミュレータ経験、最後の手洗い、最後のスポーツ活
動、薬品及びカフェインの消費、及び目下の精神状態を収集するために、人口学的な質問
事項が試験者に提示される。その間に、調査官は、時刻、温度、騒音、道路の種類、道路
状態、季節、空気湿度、風、及び車両の種類に関する試験プロトコルシートを完了させる
。交通密度及び可能であれば起こる騒音擾乱が試験中に記録される。
【００３２】
　然る後、眼球運動測定装置及び瞳孔測定装置が較正される。然る後、試験者は、例えば
、運転シュミレータにおいて或いは実際の車両において試験運転する機会が与えられる。
幾らかの練習時間の後、それぞれの運転動力学変数及び運転パフォーマンスの基準レベル
が検出される。測定を実際に実施するとき、異なるタスク、即ち、運転者（試験者）に期
待される行為は、測定の目的に依存して実施される。それらのタスクは、例えば、試験者
の知覚の異なる入力及び出力モダリティを確認するように計画される。
【００３３】
　更に、純粋な反応力（例えば、第１の信号の形態の刺激が提示されるときに「はい」と
言う要求）と認識的にストレスを受けるタスクの異なるレベル（例えば、容易である、並
である、及び困難である）との間を区別し得る。運転タスク（即ち、「第１の行為」に直
接的に関係しないタスクを二次的タスク（「第２の行為」）と呼ぶ。二次的タスクは、異
なる程度のストレスによる（即ち、具体的には、「第２の信号」の構成による）運転者の
運転パフォーマンスの故に、運転データにおける運転者の極度の緊張(strain)を実証する
働きをする。
【００３４】
　例えば、精神状態を検出するために特に互いに組み合わせ得る、以下の表中に列挙する
第１及び第２の信号又は第１及び第２の行為を用い得る。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
　番号１．の場合、試験者は試験者が（例えば、「はい」で）言語的に反応すること（「
期待される第１の行為」）が意図される、第１の知覚可能な信号（例えば、点滅するＬＥ
Ｄ）としての視覚的な刺激を提示される。第２の場合、試験者は、試験者が（例えば、キ
ーを押すことによって）運動的に反応しなければならない、第１の知覚可能な信号（例え
ば、同様に、点滅するＬＥＤ）としての視覚的な刺激を同様に提示される。第３の場合、
試験者は、即ち、試験者が、例えば、方向的な指令によって言語的に達成しなければなら
ない、視覚的な第２の信号（例えば、ディスプレイ上の表示）を用いて、認識的なタスク
を与えられる。
【００３７】
　第４の場合、試験者は、例えば、試験者がキーを用いる操作によって或いはタッチスク
リーン上に直接的に運動的に処理し得る、ディスプレイ上に認識的なタスクを同様に与え
られる。第５の場合、試験者は（ラウドスピーカを介した）音響的な刺激の形態の第１の
信号に（例えば、「はい」で）言語的に反応しなければならず、第６の場合には、キーを
押すことによって運動的に反応しなければならない。第７の場合、タスクは、試験者が言
語的に処理しなければならない（例えば、タスクの解決策が語られなければならない）、
（同様にラウドスピーカを介した）音響的な信号の形態の第２の信号を用いて試験者に提
示される。
【００３８】
　第８の場合、タスクは、次に、音響的な形態の第２の信号を用いて（ラウドスピーカを
介して）音響的に試験者に提示され、そのタスクの解決策は、試験者がキー又はタッチ表
面を用いてディスプレイを介して入力しなければならない（「期待される第２の行為」）
。第９の場合、刺激（「第１の信号」）が視覚的及び音響的に同時に提示され（例えば、
ある表示がディスプレイ上に現れ、同時に、指令がラウドスピーカによって与えられ）、
その場合、試験者はこの第１の信号に（例えば、「はい」で）言語的に反応しなければな
らない。
【００３９】
　第１０の場合、第１の信号は、同様に視覚的に及び音響的に提示され（例えば、ある表
示が再びディスプレイ上に現れ、追加的に、ある指令がラウドスピーカによって与えられ
）、その場合、試験者はそれに（例えば、キーを押すことによって）運動的に反応しなけ
ればならない。第１１の場合、タスクは、（例えば、ディスプレイ上の表示及びラウドス
ピーカによる指令の上述の組み合わせによって）視覚的及び音響的の両方の信号の形態の
第２の信号によって提示され、その場合、期待される第２の行為は、試験者がタスクの解
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決策を大声で言わなければならないことにある。第１２の場合、タスクは、同様に、視覚
的及び音響的に同時に提供され、その場合、試験者は、キーを介して或いはタッチセンサ
式ディスプレイ（タッチディスプレイ）上に直接的に、期待される第２の行為としてのタ
スクの解決策を運動的に入力しなければならない。既述のように、表中に列挙される変形
を互いに組み合わせ得る。具体的には、そこに含められる第１の信号及び第１の行為を表
中に述べられる第２の信号及び第２の行為と組み合わせ得る。第２の信号は、具体的には
、第１の信号の後に一時的に生成される。
【００４０】
　音響的な第１及び／又は第２の信号を、例えば、以下の音響的に又は視覚的に伝達され
るタスクの形態において設計し得る。
【００４１】
【表２】

【００４２】
　第１及び／又は第２の信号を用いて伝達されるタスクの種類は、試験者の反応を単に必
要とするタスク又は精神的に要求の厳しい（認識的な）タスクに存する。「N-back」タス
クは、容易なレベル、並のレベル、及び困難なレベルを有する、特別に要求の厳しいタス
クである。容易なレベルで、試験者は音響的モダリティにおいて試験者に提示される数を
反復しなければならず（実施例：提示＝３、試験者は「３」と回答する）、並のレベルで
、試験者は最後の数の前に提示される数を言わなければならず（実施例：提示＝３－５－
２－１、試験者は「－」、「３」、「２」と回答する）、故に、これは記憶努力を含み、
困難なレベルで、試験者は最後の１つ前に提示される数を言わなければならない（実施例
：提示＝３－５－２－１、試験者は「－」、「－」、「３」、「５」と回答する）。
【００４３】
　「インターフェース相互作用を伴うN-back」は、試験者が言語的に回答せず、入力装置
（例えば、スイッチ又はタッチスクリーン）によって数を選択し、それをもって、同じも
のをインターフェースを介して（機械に）手作業で出力する。従って、この出力モダリテ
ィは表１中の「運動的」に対応する。
【００４４】
　それらのタスクは、音響的に（具体的にはラウドスピーカ告知によって）、視覚的に（
具体的にはディスプレイ上の表示によって）、又は音響的－視覚的に（具体的にはラウド
スピーカ及びディスプレイ上の表示の両方によって）、試験者に伝達される。
【００４５】
　第１及び／又は第２の信号によって伝達されるタスクは、学習効果又は誤解を排除する
ために、それらが完全に理解され且つ熟達されるまで、例えば、試験者で十分に実施され
る。その目的は、具体的には、正確な個別のパターンを運転者の異なる要求で分類するこ
とである。個別のパターンは、生理学的データ（ＥＤＡ、ＥＣＧ、眼球運動、瞳孔測定）



(12) JP 2016-500874 A 2016.1.14

10

20

30

40

50

における要求の表現であると理解され、それらは個人に依存して大きな変動に晒される。
その目的は、本発明の第１の特徴を参照して上述したように、これらのパターンを参照し
て運転し且つ車両（支援システム及び快適機能）の相応して適切な適合を行う能力を認識
することである。従って、本発明に従った測定方法を量産車においても実施し得る。
【００４６】
　試験の最後に（即ち、本発明に従った測定方法の完了後に、具体的には、本発明に従っ
た測定方法の幾つかの実行の完了後に）、ＥＤＡ信号の最大可能なスパン(span)も試験し
得る。これを、例えば、所謂「ショック－パターン法」(“shock-pattern　method”)に
よって実施可能であり、その場合には、例えば、試験者の意図しない反応が大きなバンと
いう音によって（例えば、調査員がテーブルを叩くことによって）引き起こされる。もち
ろん、試験者に損傷がなく無害な方法が選択されなければならない。測定方法の最後に、
試験者は、例えば、質問事項NASA-TLX及びSAMを再び完了させる。
【００４７】
　本発明は、自動車両の運転者の精神状態を決定するための測定システムであって、
　－　運転者が知覚可能な第１の信号を生成するための並びに運転者が知覚可能な第２の
信号を生成するための生成装置を含み、第１の信号は、第１の行為が運転者に期待される
ことを知らせ、第２の信号は、第２の特定の行為が運転者に期待されることを知らせ、第
１の信号は、第２の信号と異なり、且つ／或いは期待される第１の行為は、期待される第
２の行為と異なり、
　－　第１の信号が生成される且つ／或いは第１の行為が運転者によって遂行される間に
、並びに第２の信号が生成される且つ／或いは第２の行為が運転者によって遂行される間
に、運転者の精神状態と相関する運転者の少なくとも１つの必須パラメータの少なくとも
１つの値、及び／又は運転者の精神状態と相関するすくなくとも１つの運転動力学変数の
少なくとも１つの値を測定するための測定装置を含む、
　測定システムに関する。
【００４８】
　本発明に従った測定システムは、具体的には、運転シミュレータの一部であり或いは運
転シュミレータと協働する。しかしながら、測定システムが車両内に配置されること（例
えば、量産車内に配置されることも）考えられる。両方の場合に、測定システムの測定装
置をステアリングホイールに統合し得る。例えば、ＥＤ及び／又はＥＣＧ測定を実施する
ために、電極及び／又は他のセンサがステアリングホイールに組み込まれることが考えら
れる。
【００４９】
　次に、図面を参照して例示的な実施態様を用いて本発明を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】ウィッケンズ・キューブを示す図である。
【図２】本発明に従った測定方法を実施するためのステアリングホイールを示す概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　情報の人間摂取及び処理並びに情報に対する反応の既知のモデルは、図１に示される所
謂ウィッケンズ・キューブ(Wickens　cube)である。このキューブによって表されるウィ
ッケンズモデルは、情報処理の異なる特徴（モダリティ、含められる感覚チャンネル、コ
ード、及びレベル）を互いに関してもたらす。それらの特徴（リソース）は、特に各々は
、二項対立と考えられる。
【００５２】
　原理上、人間の挙動は、「知覚」、「貯蔵及び処理」（認識作業）、及び応答反応の生
成の段階に分けられる。知覚の形態（「知覚モダリティ」）は、視覚的、聴覚的、又は触
覚的な情報に分けられ、これらの異なるモダリティは異なって処理されると想定される。
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視覚的モダリティ(modality)内にも、２つの視覚的な感覚チャンネル、即ち、焦点チャン
ネル及び周囲チャンネルがある。焦点チャンネルの主要タスクは物体認識であるのに対し
、周囲チャンネルは動き及び向きの知覚に関与する。異なる「コード」は、一方では、情
報の空間的な相似の貯蔵に関し、他方では、言語的、記号的、又は絵画的な貯蔵に関する
。「レベル」は異なる処理リソースレベルであると理解される。
【００５３】
　本発明に従った測定方法を用いるならば、自動車両の運転者の精神状態を決定するとき
に（運転者に提示される「第１の信号」に基づく）刺激の純粋な取上げ(take-up)と（運
転者に提示される「第２の信号」に基づく）との間を区別することが可能である。加えて
、運転者の精神状態に関する受取り情報の効果を観察するときには、（特に視覚的、聴覚
的、又は触覚的な）異なるモダリティにおいて受け取られる情報の間を区別し得る。上で
説明したように、（例えば、運転者－個別的に）車両の（例えば、運転者支援システムの
）信号伝達(signalization)を適合させるために、特に本発明に従った測定方法を用いて
得られる知識を用い得る。
【００５４】
　図２は、上で説明した測定方法を実施するための本発明に従った測定システム（図示せ
ず）の一部である測定装置２を含むステアリングホイール１を示している。測定システム
の残余の部分をステアリングホイール１と共に車両中に組み込み得る。具体的には、本発
明の支援システムの一部としてのステアリングホイールも量産車に組み込み得る。
【００５５】
　測定装置２は、運転者の精神状態と相関する様々な必須パラメータ（精神生理学パラメ
ータ）を決定するように形成される。具体的には、測定装置２は電極２１，２２を含み、
それらは、各々、ＥＣＧ電極及び／又はＥＤＡ電極として働く。電極２１，２２は、例え
ば、乾式電極である。運転者が電極のうちの少なくとも１つと接触することを保証するた
めに、電極２１，２２は共にステアリングホイールリムの外周全体の殆どに亘って延在す
る。その上、電極２１，２２は大きな表面積を有する。例えば、それらは（例えば、少な
くともほぼ完全に）ステアリングホイールリムの骨組みの周りにも延在する、即ち、それ
らは外周に対して垂直に向けられる平面内に横たわるステアリングホイール骨組みの周の
大きな部分に亘って延在する。電極２１，２２は、具体的にはステアリングホイールの通
常の把持地点で、特に大きい表面積を有する。
【００５６】
　運転者の目下の精神状態は、（具体的には運転者特有の）ＥＤＡ値及び／又はＥＣＧ値
に反映される。一方では、本発明に従った測定方法に関する運転者の精神状態に対する様
々な刺激の効果を決定するために、或いは量産車における運転者の精神状態を分類し、そ
して、分類を参照して上で説明したような車両のシグナル伝達を適合させるために、ＥＤ
Ａ値及び／又はＥＣＧ値を用い得る。
【００５７】
　ステアリングホイール１に組み込まれる測定装置は、電極２１，２２によって取り上げ
られる電気信号を検出して評価する評価ユニット２３も含む。例えば、評価ユニット２３
は、運転者の心拍数を検出する。人間の心拍の源は心臓内の細胞のクラスタによって生成
される電気パルスである。この電気パルスは血流を介して伝達されるので、電気パルスを
体の２つの地点の間の電位差として実証し得る。ステアリングホイール１の電極２１，２
２は、運転者の心臓活動を運転者の両手の間の電位差として検出し得るように形成される
。この目的のために、電極２１，２２は、各々、２つのセグメントで構成され、評価ユニ
ット２３は、極めて小さな電位差を記録し得るための差動増幅器と、妨害信号を除去する
ための処理ユニットとを含む。
【００５８】
　電極２１，２２は、更なる必須パラメータとしての皮膚温度を決定し得る温度センサと
しても働く。体温（故に、皮膚温度）は運転者の精神状態を示すものと考えられ、体温調
節として中枢神経系によって制御される。手の通常の皮膚温度は、２０℃～４０℃の範囲
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内で異なる。中枢神経系の制御によって、発汗プロセスによって体温を規制し得る。よっ
て、汗腺の活動は交感神経系を介してフィードバックをもたらし、運転者の状態にアクセ
スする機能である。
【００５９】
　エクリン汗腺が体中に広がっており、とりわけ両手、両足、及び前頭に広がっている。
手でのエクリン汗腺の密度は２０００／ｃｍ２よりも多い。エクリン汗は水と塩とで構成
され、腺はそれらで充満されるか或いは充満されないかのいずれかである。従って、汗腺
の活動を皮膚の伝導率の変化として電気的に測定し得る。一般的には、人間の皮膚の伝導
率の変化は０μＳ～５０μＳの範囲内にあり、或いは同等に、人間の皮膚の抵抗は２０ｋ
Ω～無限大の間にある。相応して、電極２１，２２を運転者の皮膚の伝導率を測定するた
めに形成し得る。
【００６０】
　具体的には、伝導率測定は分圧器原理に基づいて行われ、その場合には、皮膚上の２つ
の接点が必要とされる。一方の極が例えば０．５ＶのＤＣ電圧に設定され、他方の極が腺
活動に依存する電位測定に役立つ。分圧器抵抗器の抵抗値は、例えば、１８０ｋΩに設定
される。これは、具体的には、電圧が抵抗器に加えられ、電圧が０Ｖ～０．２５Ｖの間で
異なることを意味する。この信号は、例えば、８倍に増幅され、具体的には、例えば、１
０Ｈｚの制限周波数を備える低域フィルタがＥＤＡ信号を除去するために重ね合わせられ
る。
【００６１】
　０．５ＶのＤＣ電圧は人間に危険でないことを記さなければならない。神経細胞励起を
防止するために最大許容電圧は０．７Ｖである。最大入力電流強度は、例えば、０．５Ｖ
×０．５Ｖ×５０μＳ＝１２．５μＡである。
【００６２】
　ステアリングホイール及び電極２１，２２の動作のための温度範囲は、例えば、－４０
℃～＋８５℃の間にある。ステアリングホイールの貯蔵は、例えば、－４０℃～＋１２５
℃の間の温度で可能であり、この温度範囲内では、５％～９５％の間の相対空気湿度が期
待される。
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